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１ 田野畑村教育委員会が行った事務の管理等についての点検及び評価について

(1) 趣旨   

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定により、田野畑村教育委員

会が行った事務の管理等についての点検及び評価を行ったもの。

（2）点検及び評価の対象

令和5年度における田野畑村教育委員会が行った事務の管理及び執行の状況

（3）点検及び評価の方法

  令和5年度の主要な事務事業の点検及び評価を教育委員会内部で行ったうえで、田野

畑村教育委員会事務点検評価委員2名により点検及び評価を行った。

(4) 田野畑村教育委員会事務点検評価委員名簿

氏  名 任  期

奥 地 愛 子
令和 5年 8月 1日～令和 7年 7月 31 日

畠 山 淳 一
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２ 教育委員会議の状況

（1）教育長・教育委員名簿

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の規定により「教育委員会は、教育

長及び4人の委員をもつて組織する」こととされている。

  本村の教育長及び教育委員の構成は以下のとおりである。
職名 氏 名 就任期間 備考

教育長

相 模 貞 一
平成 30年 1月 1日から

令和 5年 12 月 31日まで

藤 岡 宏 章 令和 6年 1月 1日から

委 員

熊 谷 勤 己 平成 14年 10 月 1日から 教育長職務代理者

畠 山 惠美子 平成 19年 12 月 20 日から

前 原 静 美 平成 27年 9 月 16日から

似 内   誠
平成 27年 9 月 16日から

令和 5年 6月 30 日まで

川 畑 勝 也 令和 5年 9月 15 日から

（2）教育委員会議で議決等すべき事項

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条規定する「教育委員会の会議」で

議決等すべき事項は以下のとおりである。

① 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

② 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し、又は

改廃すること。

③ 教育財産の用途を廃止すること。

④ 村立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること(学校にあっては分校、

課程、学科若しくは部を設置し、又は廃止することを含む。) 

⑤ 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教科書その他の教材

の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。

⑥ 職員の人事異動の方針を定めること。

⑦ 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行うこと。(県費負担教職員の任免

その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。) 

⑧ 附属機関の委員を任免すること。

⑨ 地教行法第 26条の規定に基づく点検及び評価に関すること。

⑩ 地教行法第 29条の規定に基づく意見の申出に関すること。

⑪ 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行なうこ

と。

⑫ 教育功労者等を表彰すること。

⑬ 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。
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（3）教育委員会議の開催状況

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条に規定する「教育委員会の会議」

の開催状況は、以下のとおりである。

区 分 開催日 議案等

R5年 4月定例会 R5. 4.27 教育長報告

（承認1）専決処理した事項の承認について（田野畑村立学

校職員の勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則）

（議案1）田野畑村文化財調査委員の委嘱に関し議決を求め

ることについて

（議案2）田野畑村教育支援委員会委員の解任及び任命に関

し議決を求めることについて

（議案3）令和5年度田野畑村教育基本計画の策定に関し議決

を求めることについて

R5年 5月定例会 R5. 5.31 教育長報告

（承認1）専決処理した事項の承認について（田野畑村教育

支援委員会の委員の任命について）

（議案1）田野畑村学校運営協議会委員の任命に関し議決を

求めることについて

（議案2）田野畑村立学校給食センター運営委員会委員の委

嘱及び解嘱に関し議決を求めることについて

（議案3）田野畑村社会教育委員の任命及び解任に関し議決

を求めることについて

R5年 6月定例会 R5. 6.29 教育長報告

R5年 7月臨時会 R5. 7. 4 （同意案1）田野畑村教育委員会委員の辞職に関し同意を求

めることについて

R5年 7月定例会 R5. 7.31 教育長報告

（報告1）令和6年度使用小学校用教科用図書の採択について

（議案1）田野畑村教育委員会事務点検評価委員設置規則

（議案2）田野畑村教育委員会事務点検評価委員の委嘱に関

し議決を求めることについて

R5年 8月定例会 R5. 8.31 教育長報告

（報告1）令和4年度における田野畑村教育委員会が行った事

務の管理及び執行の状況についての点検及び評価について

R5年 9月定例会 R5. 9.28 教育長報告

（議案1）田野畑村社会教育委員の任命に関し議決を求める

ことについて

R5年10月定例会 R5.10.31 教育長報告

（議案1）田野畑村学校運営協議会委員の解任に関し議決を

求めることについて

R5年11月定例会 R5.11.29 教育長報告

（議案1）令和6年度田野畑村立学校教職員定期人事異動方針

に関し議決を求めることについて

R5年12月定例会 R5.12.27 教育長報告

R6年 1月臨時会 R6. 1. 5 教育長挨拶
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区 分 開催日 議案等

R6年 1月定例会 R6. 1.29 教育長報告

（報告1）教育長職務代理者の指名について

（議案1）令和6年度田野畑村教育行政方針に関し議決を求め

ることについて

R6年 2月定例会 R6. 2.28 教育長報告

（議案1）令和6年度学校教職員の人事異動の内申に関し議決

を求めることについて

（議案2）田野畑村就学援助費支給規程の一部を改正する訓

令

（議案3）特別支援教育支援員の設置等に関する規程の一部

を改正する訓令

（議案4）サポートティーチャー(不登校児童生徒支援員)の

設置等に関する規程

(議案 5）田野畑村立田野畑中学校部活動指導員の任用等に

関する規則の一部を改正する規則

(議案 6）教育長職務代理者の指名に関する規則

R6年 3月定例会 R6. 3.21 教育長報告

(議案 1）令和 6年度田野畑村教育基本計画の策定に関し議

決を求めることについて
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３ 学校教育の振興

(1) 施策の目標

教育基本法や学習指導要領を踏まえ、変化の激しい今日の社会に主体的に対応で

きる人間の育成を目指し、生涯にわたって自ら学ぶ意欲や態度を育て、自分で課題

を見つけ主体的に判断･行動し、よりよく問題を解決することのできる、心身ともに

調和の取れた児童・生徒の育成を図ることを目標とした。

(2) 目標の達成状況（実施状況）

ア 学習指導要領の趣旨を生かした創意ある教育課程の編成と心のサポートを意識し

た計画的な実施により、学校教育の充実が図られた。

① 各教科などにおける基礎・基本の徹底をはじめ、児童・生徒のよさや可能性を

伸ばすための指導力向上を目指した授業研究および心のサポート事業を中心に児

童生徒に寄り添い、信頼関係を深めることで成果を挙げた。

ア）学校訪問

区分 実施日 学校

教育委員会学校訪問 R5.7.4 中学校

教育長学校訪問
R5.5.31

小・中学校
R5.12.6

     イ）心のサポート事業や各種支援

       Ｑ－Ｕ（よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート）検査の実施

区分 実施日

第1回 R5.6.2

第2回 R5.11.1

② 国、県による学力・学習定着度状況調査の分析結果と改善の方向性を示すこと

で、各学校において、児童・生徒個々の学習指導を行うとともに、指導計画や指

導法ならびに授業の在り方について検討、研究を深めることができた。

イ 年間3回の研修会等の開催を通じて小中連携（一貫）教育を推進し、小・中学校相

互交流活動やグループ毎の小中連携の具体的活動内容の検討を行った。

年3回の小中連携（一貫）教育研究会

区分 研究大会 実施日 場所

第1回 全体研究会（今年度の研究について） R5.5.25 小学校

第2回 全体研究会（田野畑村内フィールドワーク） R5.8.2 田野畑村内

第3回 全体研究会（実践発表・交流） R6.1.9 中学校

      

ウ 小・中学校におけるICT機器の活用

   児童生徒および教師用タブレット端末を含めた教育用ICT機器を利用し、ICT機

器を効果的に授業等で活用できた。

また、併せて統合型校務支援システムにより、教職員の事務的業務の負担軽減

を図ることができた。

エ 安心して生活できる学校・学級環境の整備を進めるとともに、多くの支援により

普段と変わらない学校生活をおくることができた。

① 不登校、不適応及び支援が必要な児童生徒への指導の充実を図るために特別支

援教育支援員（小学校5名、中学校2名）を配置し、きめ細かな指導に努めた。
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オ 学校教育施設設備の整備状況

小中学校の図書整備などを行い学校図書の充実を図ったほか、必要とされる教師

用指導書、特別支援学級指導教材、学習指導教材などの整備を行い学習環境の充実

を図った。

また、文部科学省で推進しているGIGAスクール構想に向けた取り組みとして、児

童・生徒用のタブレット端末を、令和2年度に公立学校情報機器整備費補助金、令

和3年度にコロナ臨時特例交付金を活用し、一人が一台を使用できる環境を整備し

た。

令和3年度に、ICT環境設備を更新するとともに、ネットワーク設備の増強を行い、

さらに小中学校普通教室にデジタル黒板機能付きのプロジェクターを設置し、各学

校にタブレット端末の充電保管庫の整備も行った。

令和4年度に、タブレット端末用のACアダプタを購入し、家庭学習環境の充実を

図った。

令和5年度は、デジタル黒板機能付きプロジェクターを小学校特別支援学級2教室

及び中学校１教室に設置、またディスプレイ一体型電子黒板を中学校理科室に設置

した。

〇学習者用端末整備状況               

○ 一般備品および教材備品

区　分 R4年度 R5年度 比　　較

小学校 620千円 1,766千円 1,146千円

中学校 2,118千円 1,827千円 △ 291千円

計 2,738千円 3,593千円 855千円

※コロナ臨時交付金を活用した備品整備分を除く。

○ 学校図書館の整備状況            

R4年度末 R5年度末
現有冊数 購入等冊数 購入金額 廃棄冊数 現有冊数

小学校 6,040冊 6,913冊 291冊 300千円 11冊 7,193冊

中学校 5,440冊 5,487冊 549冊 200千円 62冊 5,974冊

計 11,480冊 12,400冊 840冊 500千円 73冊 13,167冊

R5年度
区　分 標準冊数

○ 校舎および教材器具修営繕の状況

区　分 R4年度 R5年度 比　　較

小学校 2,445千円 3,259千円 814千円

中学校 255千円 1,481千円 1,226千円

計 2,700千円 4,740千円 2,040千円

  

区分 台数 台数内訳 整備費 整備年度

小学校 152台
105台 3,554千円 R2年度

47台 2,570千円 R3年度

中学校 78台
50台 1,693千円 R2年度

28台 1,531千円 R3年度
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カ 義務教育費保護者負担の軽減状況

    ① 昨年度に引き続き、通常の就学援助に加え、東日本大震災により、生計維持が

困難となった世帯のための就学援助を行った。

○ 要保護・準要保護児童生徒就学援助費の支給状況

R4年度 R5年度 R4年度 R5年度

学 用 品 費 等 33人 30人 △ 3人 795千円 632千円 △ 163千円

新 入 学 準 備 金 5人 8人 3人 270千円 498千円 228千円

修 学 旅 行 費 6人 7人 1人 133千円 202千円 69千円

医 療 費 0人 0人 0人 0千円 0千円 0千円

ア ル バ ム 代 7人 8人 1人 128千円 162千円 34千円

計(人数は述べ) 51人 53人 2人 1,326千円 1,494千円 168千円

比較種　　別
支給人員

増減
支給金額

○ 要保護・準要保護児童生徒の推移

R3年度 R4年度 R5年度

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

全児童 131人 - 131人 - 126人 -

要保護 0人 0 0人 0 0人 0

準要保護 21人 16.03% 22人 16.79% 24人 19.05%

全生徒 87人 - 79人 - 74人 -

要保護 0人 0 0人 0 0人 0

準要保護 16人 18.39% 11人 13.92% 6人 8.11%

全児童生徒 218人 - 210人 - 200人 -

要保護 0人 0 0人 0 0人 0

準要保護 37人 16.97% 33人 15.71% 30人 15.00%

　　 年度

区分

小学校

中学校

計

  ② 修学旅行の費用に係る保護者の負担の軽減を行った。

    ○修学旅行補助の状況

     

1名あたり 人数 金額 人数 金額

小学6年生 5千円 23人 115千円 28人 140千円

中学3年生 15千円 26人 390千円 33人 495千円

49人 505千円 61人 635千円

修学旅行補助金 R4年度 R5年度

計
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   ③ 保護者に対して小学校入学祝金、中学校入学及び卒業祝金を支給した。

    ○入学卒業祝金の支給の状況

     

1名あたり 人数 金額 人数 金額

小学校入学 20千円 18人 360千円 19人 380千円

中学校入学 25千円 22人 550千円 29人 725千円

中学校卒業 30千円 28人 840千円 34人 1,020千円

68人 1,750千円 82人 2,125千円計

入学卒業祝金 R4年度 R5年度

キ  児童生徒の健康診断等

① 専門医による定期健康診断（内科等・心臓・歯科・眼科・耳鼻科）の実施

② 尿検査の実施

③ 貧血検査の実施（中学生の希望者のみ）

④ 2次検査（尿・心臓）の実施

⑤ 次年度新入学児童健康診断の実施

⑥ 学校環境衛生定期検査（換気・採光・照明・飲料水等）の実施

ク  育英奨学資金貸付事業

区分 R4年度 R5年度 比較

継続貸付 3人 1人 △2人

新規貸付 0人 0人 ±0人

貸付金額 2,220千円 360千円 △1,860千円

返済者数 11人 12人 1人

返済額 3,832千円 6,296千円 2,464千円

ケ  教職員の福利厚生事業

① 教職員健康診断（胃検診・胸部検診・循環器検診・大腸がん検診）の実施

   ② 教職員ストレスチェックの実施
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４ 学校給食の充実

(1) 施策の目標

  ア 食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解させる。

  イ 正しい知識、情報を基に食生活の合理化、栄養の改善および健康の増進を図る。

  ウ 食生活のマナーや食事を通じた社会性、人間関係能力を身に付けさせる。

  エ 地域の産物、伝統的な食文化や食に関する様々な理解を深め、郷土に誇りを持つ

心を育み、勤労を重んずる態度を養う。

  オ 衛生面において安全・安心な給食を提供できるよう給食施設の維持管理を推進す

る。

(2) 目標の達成状況

  ア 食中毒および感染症を防止するため、物資の検収の徹底、調理員の衛生管理の強

化、検食の実施に努めた。

  イ 「連絡簿」による各学校との情報交換に努め、学校と連携を深めた。

○ 令和5年度給食基準額及び食数等

区 分 1食単価 年間給食数 1人当たり年額 R5年度児童生徒数 計

小学校児童 300円 192食 57,600円 126人 7,257,600円

中学校生徒 340円 194食 65,960円 74人 4,881,040円

計 200人 12,138,640円

○ 給食センターの運営に要する経費        

年度

区分

金   額 負 担 割 合（％）

R4年度 R5年度 比 較 R4年度 R5年度 比 較

国支出金

（コロナ交付金）
11,056千円 0千円 △11,056千円 26.2％ 0.0％ △26.2％

教職員等負担金 2,534千円 2,614千円 80千円 6.0％ 5.7％ △0.3％

一般財源 28,629千円 43,482千円 14,853千円 67.8％ 94.3％ 26.5％

合 計 42,219千円 46,096千円 3,877千円 100.0％ 100.0％ 0.00％
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５ 社会教育の振興

(1) 施策の目標

総合計画の「学習」分野における目指すべき将来像である「ふるさとに愛着を抱

き、人間性豊かな人材を育てる村」の実現に向け、住民のニーズに合った学習機会

や学習情報を提供することにより生涯の各時期における学習活動の促進を図り、健

康で文化的な生活が営まれる地域社会を形成することを目標とした。

(2) 目標の達成状況

生涯学習の各種講座を体系化し、家庭教育、青少年教育、成人教育、高齢者教育、

芸術・文化、スポーツ・レクリエーションなどの分野で、住民のニーズに応じたさ

まざまな講座を展開した。

アズビィ楽習センター図書室の運営については、蔵書の充実を図るとともに、移

動図書館車の運行により小学生の読書意識の高揚に努めた。

また、地域学校協働活動推進事業を実施し、小中学校への各種支援を行ったほか、

教育振興運動の推進に取り組んだ。

(3) 事業の実施状況

ア 講座等

学 習 内 容 回数 参加者数

成人教育（趣味・教養） 10回 119人

青少年教育（わんぱくランド） 2回 20人

家庭教育学級 5回 99人

自然観察 2回 29人

高齢者教育（いきいきライフ） 3回 104人

芸術鑑賞事業 1回 200人

R5年度計 23回 571人

R4年度計 16回 390人

イ サークル育成事業

  村民でつくる学習サークルの活動を支援した。

区 分 R4年度 R5年度

登録団体数 8団体 8団体

ウ 村民研修事業

事業名 日 程 参加者 場 所

小中学生国際交流キャンプ R5.9.2 小中学生7名 田野畑村

深谷市・田野畑村小学生交流事業 R5.8.1～8.4 小学生19名 田野畑村

中学生海外派遣研修代替事業

（体験型語学研修施設における研修）
R6.3.26～3.28 中学生13名 東京都立川市ほか
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エ 図書資料の利用者数及び貸出冊数

※新図書システムへの移行に伴い、令和5年11月～令和6年3月の貸出冊数である。

  オ 社会教育施設の利用実績

   〇アズビィ楽習センター

〇アズビィホール

R4年度 R5年度

利用者数 貸出冊数 利用者数 貸出冊数

1,611人 3,436冊 2,088人 1,689冊※

施設名
利用者数 利用料

R4年度 R5年度 比較 R4年度 R5年度 比較

アズビィ楽習センター 908人 1,502人 594人 37,270円 44,300円 7,030円
会議室 689人 1,150人 461人 - - -
和 室 219人 352人 133人 - - -

施設名
利用者数 利用料

R4年度 R5年度 比較 R4年度 R5年度 比較

アズビィホール 8,574人 8,910人 336人 48,980円 71,250円 22,270円

ホール 4,011人 4,637人 626人 - - -
会議室 2,295人 2,436人 141人 - - -
調理室 2,268人 1,837人 △431人 - - -
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６ 生涯スポーツの振興

(1) 施策の目標

「たくましく豊かな人間性と創造性に富んだ人間形成」を目標とし、その具現化の

ために「生涯スポーツ推進体制の充実」「競技スポーツの推進」「体育施設の活用

促進」の三つを柱にしながら、世代間や親子のスポーツ交流・体験活動を推進する

ことを目標とした。

(2) 目標の達成状況

体育振興の推進的役割を担う村体育協会への助成を行うとともに、同団体と連携

した体育事業に取り組んだ。

スポーツ少年団本部が主催する大会運営を支援し、児童生徒のスポーツ活動の推

進と競技力の向上を図った。

(3) 事業の実施状況

ア 主催および共催事業

第48回田野畑村駅伝競走大会 10月22日（日）

参加6チーム、オープン参加1チーム

イ スポーツ団体への助成、活動支援

① 村体育協会への助成 500,000円

② スポーツ少年団主催の大会運営支援

ウ 社会体育施設の利用実績

〇社会体育施設

利用者数
利用者数 利用料

R4年度 R5年度 比較 R4年度 R5年度 比較

アズビィ体育館 6,400人 6,851人 451人 173,460円 170,520円 △2,940円
村営野球場 3,120人 3,904人 784人 31,220円 31,520円 300円
マレットゴルフ場 2,567人 2,609人 42人 506,050円 523,400円 17,350円
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７ 芸術文化の振興

(1) 施策の目標

村民が文化活動に広く参加し、芸術文化を振興するための活動の場と機会を提供

し、村民の芸術文化に対する意識をさらに高めることを目標とした。

また、文化財保護については、民俗資料館を中心として、その調査および適切な

保存・公開の推進を目標とした。

(2) 目標の達成状況

村民の芸術文化活動発表の場である「村民文化展」の開催や、青少年に優れた芸

術を鑑賞させる機会を提供するため「青少年劇場」を実施した。

指定文化財の保護については、郷土芸能保存団体に対して伝承活動費の助成を行

ったほか、天然記念物については生息調査を行うなど保護活動に努めた。

民俗資料館の資料整備を随時行った。

    

(3) 事業の実施状況

ア 芸術文化の創作、発表機会の拡充

○ 村民文化展の開催

区 分 R4年度 R5年度 比較

出品数 431点 471点 40点

鑑賞者数 216人 305人 89人

イ 芸術鑑賞機会の提供

○ 青少年劇場（本公演）

年度 部門 内容 対 象

R4年度 器楽 聴いて踊って感じよう！ハンガリーの風
小学生（4～6年生）

中学生（全学年）

R5年度 伝統芸能 はなしの伝統芸能「落語」 小中学生（全学年）

ウ 青少年文化活動の推進

○ 伝承活動補助金

対象団体
補助金

R4年度 R5年度

菅窪鹿踊保存会 申請なし 100千円

甲地鹿踊保存会 申請なし 100千円

大宮神楽保存会 100千円 100千円

エ 芸術文化団体の育成

〇 芸術文化団体への活動助成

対象団体
補助金

R4年度 R5年度

村芸術文化協会 150千円 300千円
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オ 埋蔵文化財の保護

○ 緊急発掘調査

事 業 名 内        容

試掘・遺跡

確認調査

1 村対応分

照 会

一般

開発

復興

関連
高速道 5年度計 4年度計

16件 0件 0件 16件 11件

対

応

状

況

影 響 無 10件 0件 0件 10件 8件

工事立会 3件 0件 0件 3件 2件

慎重工事 1件 0件 0件 1件 0件

試掘調査 1件 0件 0件 1件 1件

分布調査 0件 0件 0件 0件 0件

本 調 査 1件 0件 0件 1件 0件

2 県対応分

照 会

一般

開発

復興

関連
高速道 5年度計 4年度計

21件 0件 0件 21件 39件

対

応

状

況

影 響 無 13件 0件 0件 13件 38件

工事立会 0件 0件 0件 0件 0件

慎重工事 1件 0件 0件 1件 1件

試掘調査 6件 0件 0件 6件 0件

分布調査 1件 0件 0件 1件 0件

本 調 査 0件 0件 0件 0件 0件

カ 民俗資料館の管理運営

○ 開館日、入館者数及び入館料

区分 R4年度 R5年度 比較

開館日 304日 303日 △1日

入館者数 644人 495人 △149人

入館料 176,740円 106,960円 △69,780円
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８ 点検評価委員による点検及び評価

№ 名称 点検及び評価

1 教育委員会議の状況
・良好と認める。

・定期的、計画的に実施されている。

2 学校教育の振興

・良好と認める。

・ICT 環境設備の更新等、学校の教育施設整備に力をいれている。

今後は、岩手版統合型校務支援システムを導入し教職員の事務

作業の省力化に力を入れてほしい。

・学校図書館の現有冊数は標準冊数を上まわっているが、さらに

充実させたい。

・スクールバスが教育活動にも使われ、保護者の負担をなくして

校外活動ができることは大変良い。

3 学校給食の充実

・良好と認める。

・給食センターの運営に要する経費について、国の交付金を要望

していき、一般財源の支出が少なくなるようにしてほしい。

4 社会教育の振興

・良好と認める。

・アズビィ図書館の利用者、貸出冊数が増えているのは喜ばしい。

さらに利用者が増えるように新書購入に力を入れてほしい。

5 生涯スポーツの振興
・良好と認める。

・駅伝競走大会は、地域の人も応援にかけつけ盛況である。

6 芸術文化の振興

・良好と認める。

・芸術鑑賞事業には、一般も鑑賞できるようにしてほしい。

・少子化に伴い、伝統芸能の存続のために、さらに手厚い助成が

必要と考える。

7 その他（特記事項） ・なし



- 17 -

９ 参考資料

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）（抄）

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第 4項の規定により事務局職員等に

委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければなら

ない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者

の知見の活用を図るものとする。

○田野畑村教育委員会事務点検評価委員設置規則(令和 5 年田野畑村教育委員会規則第 3 号)

(設置)

第 1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31年法律第 162 号)第 26 条第 1 項

に基づき田野畑村教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)が実施する点検及び評価におい

て、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、田野畑村教育委員会事務点

検評価委員(以下｢委員｣という。)を置く。

(所掌事務)

第 2条 委員は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 教育委員会が行う事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、教育委員会が必要と認めること。

(委嘱)

第 3条 委員は、2名以内とし、教育に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が

委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

3 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第 4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。

(委任)

第 5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、令和 5年 8月 1日から施行する。


